
 

四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第１条 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○四万十町一般職の職員の給与に関する条例 ○四万十町一般職の職員の給与に関する条例 

平成18年３月20日条例第41号 平成18年３月20日条例第41号 

第１条  ～ 第11条  （略） 第１条 ～ 第11条  （略） 

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第12条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定め

る額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に掲げる職に係る者にあ

っては採用の日から30年以内、第３号に掲げる職に係る者にあっては採用

の日から５年以内の期間、採用の日（第１号及び第２号に掲げる職に係る

者にあっては、採用後規則で定める期間を経過した日）から１年を経過す

るごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。 

第12条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定め

る額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に掲げる職に係る者にあ

っては採用の日から30年以内、第３号に掲げる職に係る者にあっては採用

の日から５年以内の期間、採用の日（第１号及び第２号に掲げる職に係る

者にあっては、採用後規則で定める期間を経過した日）から１年を経過す

るごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。 

(１) 医療職給料表(１)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の

補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額414,300円 

(１) 医療職給料表(１)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の

補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額413,800円 

(２) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠

員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げる職を除く。）で規

則で定めるもの 月額50,700円 

(２) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠

員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げる職を除く。）で規

則で定めるもの 月額50,600円 

(３) 前２号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、か

つ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で

規則で定めるもの 月額2,500円 

(３) 前２号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、か

つ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で

規則で定めるもの 月額2,500円 

２ ・ ３      （略） ２ ・ ３      （略） 

第13条 ～ 第33条  （略） 第13条 ～ 第33条  （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第34条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前６

か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属

する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職

し、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職

第34条 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前６

か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属

する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職

し、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職



 

改正後 改正前 

し、又は死亡した職員（規則で定める職員を除く。）についても、同様と

する。 

し、又は死亡した職員（規則で定める職員を除く。）についても、同様と

する。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従

って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支

給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従

って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支

給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は

死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額を加算し

た額に、６月に支給する場合には100分の85、12月に支給する場合には100

分の95を乗じて得た額の総額 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は

死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額を加算し

た額に100分の85を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額

に、６月に支給する場合には100分の40、12月に支給する場合には100分

の45を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に

100分の40を乗じて得た額の総額 

２ ～ ５      （略） ２ ～ ５      （略） 

第35条 ～      （略） 第36条 ～      （略） 

  

 


